
　
　
　
　

公
共
施
設
等
総
合
管

理
計
画
策
定
に
よ
る
、
現
状

で
の
課
題
と
今
後
の
方
向
性

は
。

　
　
　

全
国
の
自
治
体
の
平

均
と
比
べ
て
、
約
２
倍
の
施

設
を
有
し
て
い
る
。
今
後
は

維
持
管
理
の
増
大
と
膨
大
な

建
て
替
え
費
用
が
必
要
に
な

る
。
そ
の
為
、
老
朽
化
が
著

し
い
建
物
や
、
利
用
が
極
端

に
少
な
い
施
設
な
ど
は
、
統

合
や
廃
止
を
含
め
て
検
討
を

進
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に

つ
い
て
、
建
て
替
え
や
統
廃

合
を
含
ん
だ
個
別
計
画
を
策

定
す
る
。
こ
の
計
画
の
実
施

に
つ
い
て
は
、
い
か
に
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
抑
え
、

利
用
さ
れ
る
市
民
の
理
解
を

得
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
か
が

大
き
な
課
題
と
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
市
の
将
来
の

予
測
人
口
や
、
財
政
状
況
を

踏
ま
え
る
と
、
一
部
の
施
設

の
統
廃
合
は
避
け
ら
れ
な
い

状
況
に
あ
り
、
進
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

土
地
改
良
事
業
は
、

大
変
重
要
な
事
業
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
、
豪

雨
に
よ
る
氾
濫
が
非
常
に
心

配
さ
れ
て
い
る
。
諏
訪
土
地

改
良
に
よ
る
、
流
末
処
理
の

要
望
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
。

　
　
　
　
　
　
　

昨
年
の
６

月
の
時
点
で
は
、
完
成
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
は

８
カ
所
の
調
整
池
を
整
備
し

１
カ
所
は
、
４
千
ト
ン
級
の

調
整
池
を
整
備
し
た
。
県
と

協
議
し
な
が
ら
被
害
が
な
い

よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
対
策
を

講
じ
て
い
く
。

　
　
　
　
　

上
市
場
地
区
に

つ
い
て
は
、
平
成
26
年
に
国

道
よ
り
下
の
水
路
の
断
面
を

70
㎝
の
直
径
を
１
ｍ
の
水
路

に
改
修
を
し
た
。
国
道
よ
り

上
の
ほ
う
の
市
道
の
側
溝
、

集
水
ま
す
の
改
修
を
現
在
発

注
し
て
い
る
。
下
市
場
区
域

に
つ
い
て
は
、
水
路
の
壁
の

か
さ
上
げ
を
、
平
成
22
年
〜

28
年
に
か
け
て
関
係
者
と
協

議
し
な
が
ら
、
部
分
的
な
か

さ
上
げ
を
行
っ
て
き
た
。
今

後
も
、
か
さ
上
げ
の
要
望
を

受
け
た
下
流
域
の
船
川
地
区

に
つ
い
て
は
、
旧
町
時
代
に

改
修
済
み
の
水
路
で
あ
り
、

そ
の
辺
は
、
地
元
と
い
ろ
ん

な
調
整
を
し
て
、
対
応
を
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
。
こ
の
前
の

地
元
関
係
者
と
の
協
議
で
は

で
き
れ
ば
抜
本
的
な
改
修
を

と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

吉田幸一郎議員

公共施設等総合
管理計画を策定
して感想は

公共施設等総合
管理計画を策定
して感想は
市長／統廃合などを含め、
市民の理解をどう得るか
が一番の問題だ
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建
設
部
長

　
　
　
　

憲
法
そ
の
他
の
法
的

根
拠
は
。

　
　
　
　

日
本
国
憲
法
第
26

条
第
２
項
で
は
、「
義
務
教
育

は
、
無
償
と
す
る
」
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て

教
育
基
本
法
に
も
規
定
が
あ

る
。
学
校
教
育
法
第
19
条
で

は
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て

就
学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
学

齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
保

護
者
に
対
し
て
は
、
市
町
村

は
、
必
要
な
援
助
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て

い
る
。

　
　
　

援
助
対
象
と
な
る
、

「
所
得
の
め
や
す
」を
大
幅
に

引
き
上
げ
た
の
は
。

　
　
　
　
　

平
成
28
年
４
月

か
ら
、
生
活
保
護
認
定
基
準

が
1.2
ポ
イ
ン
ト
か
ら
1.3
ポ
イ

ン
ト
へ
拡
大
し
た
。
こ
れ
に

伴
い
「
め
や
す
」
を
引
き
上

げ
た
。

　
　
　
「
め
や
す
」が
給
与
所

得
者
は
収
入
、
事
業
所
得
者

は
所
得
と
い
う
の
で
は
、
給

与
所
得
者
が
明
ら
か
に
不
利

で
あ
る
。
所
得
で
統
一
す
べ

き
。

　
　
　
　
　

協
議
を
重
ね
、

平
成
29
年
度
か
ら
、
給
与
所

得
者
も
所
得
額
に
統
一
し
た
。

　
　
　

こ
の
件
で
保
護
者
に

対
し
訂
正
の
「
お
知
ら
せ
」

を
配
布
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　

今
月
中
に
保
護

者
へ
配
布
し
た
い
。

　
　
　

新
入
学
児
童
・
生
徒

に
対
す
る
入
学
準
備
金
の
支

給
と
支
給
時
期
に
つ
い
て
は

改
善
さ
れ
た
か
。

　
　
　
　
　

新
入
学
学
用
品

費
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年

度
の
入
学
者
分
か
ら
、
２
月

中
に
支
給
し
た
。
ま
た
、
金

額
面
で
も
、
国
の
要
保
護
世

帯
へ
の
援
助
額
が
約
２
倍
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
。
準
要
保

護
世
帯
に
つ
い
て
も
、
予
算

成
立
後
は
速
や
か
に
差
額
を

支
給
す
る
。

　
　
　

就
学
援
助
申
請
書
は

全
世
帯
に
配
布
す
べ
き
で
は
。

　
　
　
　
　

検
討
を
進
め
て

い
る
。

　
　
　

教
育
委
員
会
の
努
力

を
評
価
す
る
。

　
　
　
　

今
後
も
子
育
て
世

代
を
し
っ
か
り
と
支
援
し
て

い
く
。

※
他
に
、
ヒ
バ
ク
シ
ャ
国
際

署
名
、
９
条
改
憲
問
題
、
国

保
運
営
の
県
へ
の
移
管
な
ど

に
つ
い
て
も
質
問
し
た
。

桑原幸治議員

就学援助制度
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上市場自治会市道側溝集水ますの現況

平成29年度 40,600円 47,400円
年度 小学校 中学校

平成28年度 19,900円 22,900円

区　　　分
新入学児童 ･ 生徒
の 学 用 品 費 等

407万円
6人

354万円
380万円
5人

308万円
335万円
4人

259万円
284万円
3人

221万円
215万円
2人

185万円
平成29年度
世帯人数

平成28年度

準要保護児童生徒援助費（南島原市）

就学援助の対象となる所得のめやす＊南島原市大幅引き上げ


